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お知らせお知らせ
町
役
場
臨
時
職
員（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）募
集

　

平
成
23
年
４
月
１
日
採
用
の
臨

時
職
員
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
）
を
募

集
し
ま
す
。

業
務
内
容

　

一
般
行
政
事
務
補
助
、
学
校
用

務
員

募
集
人
員　

７
名

応
募
要
件

　

原
則
と
し
て
町
内
に
居
住
す
る

者
（
町
外
の
者
は
採
用
後
に
町
内

に
住
所
を
有
す
る
こ
と
）

勤
務
条
件

・
勤
務
時
間　

１
日
５
～
６
時
間

　
　
　
　
　
　

（
週
30
時
間
未
満
）

・
基
本
賃
金　

１
時
間
７
１
０
円

・
通
勤
手
当　

支
給
有
り

雇
用
期
間

　

平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
３
年

以
内
の
期
間

雇
用
年
齢

　

満
50
歳
に
達
し
た
日
以
後
に
お

け
る
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

募
集
期
間

　

２
月
３
日
（
木
）
～
２
月
18
日

（
金
）ま
で
。
面
接
日
に
つ
い
て
は
、

後
日
通
知
し
ま
す
。

申
込
方
法

　

市
販
の
履
歴
書
に
記
入
の
上
、

総
務
課
に
提
出

問
い
合
わ
せ
先

　

七
ヶ
宿
町
役
場
総
務
課

保
育
業
務
員
募
集

業
務
内
容

　

関
・
湯
原
保
育
所
に
お
け
る
保

育
業
務
（
委
託
方
式
）

募
集
人
員　
　
　

　

関
保
育
所
１
名
・
湯
原
保
育
所

１
名

応
募
資
格　

　

採
用
時
点
で
保
育
士
の
資
格
を

有
す
る
方
又
は
資
格
を
有
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
方
。

雇
用
年
齢

　

満
50
歳
に
達
し
た
日
以
後
に
お

け
る
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

住
所
要
件

　

原
則
と
し
て
町
内
に
居
住
す
る
者

�

（
町
外
の
者
は
採
用
後
町
内
に
住

所
を
有
す
る
こ
と
）

勤
務
時
間

　

８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で

（
８
時
間
）

※�

関
保
育
所
は
、
勤
務
時
間
が
変

動
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

委
託
料�����

　

日
額　

７
，
８
０
０
円

委
託
期
間������

　

平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
３
年

以
内
の
期
間

募
集
期
間������

　

平
成
23
年
２
月
３
日
（
木
）
か

ら
平
成
23
年
２
月
18
日
（
金
）
ま

で
（
市
販
の
履
歴
書
に
記
入
の
上
、

保
健
福
祉
課
に
提
出
）

面
接
日
等

���

別
に
定
め
る
日
と
す
る

応
募
及
び
問
い
合
わ
せ
先

��

七
ヶ
宿
町
役
場
保
健
福
祉
課��

　

☎
３
７

−

２
１
１
４

　

（
担
当　

秋
葉
）

関
保
育
所

「
調
理
員
及
び
業
務
員
」募
集

業
務
内
容

①
調
理
員

　

調
理
業
務
・�

委
託
方
式

　

（
厨
房
内
清
掃
、
献
立
発
注
を

含
む
）

②
業
務
員

　

調
理
業
務
の
補
助
外
・
委
託
方
式

　

（
厨
房
内
清
掃
、
保
育
所
内
清

掃
を
含
む
）

募
集
人
員

　

①
調
理
員
１
名

　

②
業
務
員
１
名

応
募
資
格

　

調
理
員
は
、
調
理
師
免
許
を
有

す
る
方
ま
た
は
、
採
用
時
点
ま
で

調
理
師
免
許
の
資
格
を
有
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
る
方
。

雇
用
年
齢

　

満
55
歳
に
達
し
た
日
以
後
に
お

け
る
最
初
の
３
月
31
日
ま
で

住
所
要
件

　

原
則
と
し
て
町
内
に
居
住
す
る
者

　

（
町
外
の
者
は
採
用
後
町
内
に

住
所
を
有
す
る
こ
と
）

勤
務
時
間

①
調
理
員

　

８
時
00
分
か
ら
16
時
45
分
ま
で

（
８
時
間
）
週
５
日
勤
務

②
業
務
員

　

９
時
00
分
か
ら
16
時
00
分
ま
で

（
６
時
間
）
週
５
日
勤
務

委
託
料

①
調
理
員　

日
額
６
，
６
０
０
円

②
業
務
員　

時
給
７
３
０
円

委
託
期
間

　

平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
３
年

以
内
の
期
間

募
集
期
間������

　

平
成
23
年
２
月
３
日
（
木
）
か

ら
平
成
23
年
２
月
18
日
（
金
）
ま

で
（
市
販
の
履
歴
書
に
記
入
の
上
、

保
健
福
祉
課
に
提
出
）

面
接
日
等

　

別
に
定
め
る
日
と
す
る

応
募
及
び
問
い
合
わ
せ
先

　

七
ヶ
宿
町
役
場
保
健
福
祉
課��

　

☎
３
７

−

２
１
１
４　

　

（
担
当　

秋
葉
）

野
鳥
の
接
し
方
に
ご
注
意
下
さ
い

　

国
内
で
昨
年
末
よ
り
高
原
性
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
発
生
し
て
お

り
、
万
が
一
の
感
染
拡
大
防
止
の

た
め
次
の
こ
と
に
注
意
し
な
が
ら

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○�

死
亡
し
た
野
鳥
な
ど
野
生
動
物

は
、
素
手
で
触
ら
な
い
で
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
同
じ
場
所
で
た

く
さ
ん
の
野
鳥
な
ど
が
死
亡
し

て
い
た
ら
、
産
業
振
興
課
に
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。

○�

日
常
生
活
に
お
い
て
野
鳥
な
ど

野
生
生
物
の
排
泄
物
等
に
触
れ

た
後
に
は
、「
手
洗
い
・
う
が
い
」

を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
過
度

に
心
配
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
衛
生
面
に
心
掛
け
て
く

だ
さ
い
。

○�

野
鳥
の
糞
が
靴
の
裏
等
に
着
く

こ
と
に
よ
り
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
が
他
の
地
域
へ
運
ば
れ
る

お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
野

鳥
に
近
づ
き
す
ぎ
な
い
よ
う
に

ご
注
意
下
さ
い
。

○�

不
必
要
に
野
鳥
を
追
い
立
て
た

り
、
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
の

は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

○�

ほ
と
ん
ど
の
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
は
人
に
は
感
染
し
な
い
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
野
鳥
観

察
な
ど
を
行
う
際
は
特
に
ご
注

意
下
さ
い
。

お
問
い
合
せ

　

産
業
振
興
課

　

☎
３
７

−

２
１
１
３

　

（
担
当　

渡
部
）

多
重
債
務
巡
回
無
料
相
談
会

　

弁
護
士
や
消
費
生
活
相
談
員
が

皆
様
の
実
情
に
応
じ
た
相
談
会
を

無
料
で
行
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に

債
務
整
理
や
生
活
再
建
を
は
か
り

ま
し
ょ
う
。

※
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

予
約
受
付
期
間

　

２
月
25
日
（
金
）
～
３
月
３
日

（
木
）
の
平
日
９
時
～
16
時

予
約
受
付
電
話

　

０
２
２
４

−

５
２

−
５
７
０
０

　

（
大
河
原
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
）

日
時
・
場
所

　

３
月
４
日
（
金
）
９
時
30
分
～

15
時
30
分　

大
河
原
合
同
庁
舎

定
員　

８
名

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
視
聴
の
た
め
の

低
所
得
世
帯
へ
の
支
援
に
つ
い
て

　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由

で
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
を
ま
だ
視

聴
で
き
な
い
低
所
得
世
帯
に
対
し

て
、
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象
は
、

⑴�

生
活
保
護
世
帯
な
ど
でN

H
K

放
送
受
信
料
が
全
額
免
除
の
世

帯
⑵�

市
町
村
民
税
が
非
課
税
の
世
帯

で
あ
り
、
地
上
デ
ジ
タ
ル
放

　

☎
３
７―

２
１
１
１

　

（
担
当　

奈
良
）�

送
対
応
の
簡
易
な
チ
ュ
ー
ナ
ー

（
1
台
）
の
無
償
給
付
な
ど
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　

支
援
の
内
容
、
申
込
み
方
法
等

は
、
対
象
世
帯
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
総
務
省
地
デ

ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン

タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

放
送
受
信
料
全
額
免
除
世
帯
へ
の

支
援

　

☎
０
５
７
０

−

０
３
３
８
４
０

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
支
援

　

☎
０
５
７
０

−

０
２
３
７
２
４

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
か
ら
の
お
知
ら
せ

～
高
年
齢
者
の
雇
用
確
保
措
置
は

お
済
み
で
す
か
～

　

「
高
年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定

等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
65

歳
未
満
の
定
年
の
定
め
を
し
て
い

る
事
業
主
は
、
65
歳
ま
で
の
安
定

し
た
雇
用
を
確
保
す
る
た
め
、
次

の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
の

措
置（
高
年
齢
者
雇
用
確
保
措
置
）

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

①
定
年
の
引
上
げ

②�

継
続
雇
用
制
度
（
希
望
者
を
定

年
後
も
引
き
続
い
て
雇
用
す
る

制
度
。
労
使
協
定
を
締
結
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。）
の
導
入

③
定
年
の
定
め
の
廃
止

　

詳
し
い
こ
と
は
、
最
寄
り
の
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
お
問
い
合
わ
せ
下

さ
い
。
宮
城
労
働
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
監
督
署
・
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
の
揚
所
を
ご
案
内
」
で
確
認
出

来
ま
す
。

　

☎
０
２
２

−

２
９
９

−

８
０
６
２

　

h
ttp
://w

w
w
.m
iy
aro
u
.g
o
.jp

「
仙
台
法
務
局
庁
舎
移
転
」の
お
知
ら
せ

　

仙
台
法
務
局
本
局
庁
舎
は
、
平

成
23
年
２
月
に
完
成
す
る
仙
台
第

３
法
務
総
合
庁
舎
に
移
転
し
ま
す
。

仮
庁
舎
（
仙
台
市
宮
城
野
区
名
掛

丁
１
２
８
広
瀬
通
Ｓ
Ｅ
ビ
ル
）
で

の
業
務
は
、
平
成
23
年
２
月
10
日

（
木
）を
も
っ
て
終
了
い
た
し
ま
す
。

業
務
開
始
日

　

平
成
23
年
２
月
14
日
（
月
）

　

午
前
８
時
30
分
か
ら

新
庁
舎

　

〒
９
８
０

−

８
６
０
１

　

仙
台
市
青
葉
区
春
日
町
7
番
25

号
仙
台
第
3
法
務
総
合
庁
舎

　

（
※
旧
仙
台
法
務
局
本
局
庁
舎

と
同
じ
場
所
で
す
。）

新
電
話
番
号

　

☎
０
２
２

−

２
２
５

−

５
６
１
１

　

（
代
表
）

お
問
い
合
わ
せ

　

仙
台
法
務
局
庶
務
課　

　

☎
０
２
２

−

２
９
２

−

３
３
９
０


